
平成20年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）の２ 

平成20年３月11日（火） 

                                           

（午前９時31分 開議） 

○議長（中上良隆君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は22人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（中上良隆君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 岡君、14

番 土井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中上良隆君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番８、６番 清水君。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）おはようございます。

傍聴者の皆さまには、いつもながら市政に多

大のご関心をお持ちの方と開腹いたしており

ます。 

 これより始めたいと思います。 

 時節は１週間単位で見てみますと暖かい日

が１日多くなりました。日足の伸びが寒さを

追いやりつつあります。あさもよし紀の国、

北の山に野に川に色鮮やかな春の展開がもう

少しの弥生３月。白梅満開。これより一般質

問であります。 

 市民こぞってわが市の発展を願わない者は

ありません。しかし、企業格差とともに地方

格差についても、それを縮めるどころかます

ます開いていくように思われてならない世の

中となりました。 

 かつて、小泉純一郎なる変人が、「米百俵の

精神」などと、ほんまに自分で考えたのかと

思える同じ言葉を繰り返して政策を訴える、

いわゆるワンフレーズポリティクスを駆使し、

国民に対し、今の痛みに耐えてほしいと訴え

ました。さらに、「米百俵」という単語１語の

ワンワードポリティクスに至り、国民にイコ

ール「忍耐」を想起させ、まんまと成功させ

て数年が経過しました。地方と国民の大多数

は、いまだその痛みが一向にいえません。そ

の米が果たしていずこに配られたのかは、財

務省に聞いても確とした回答はありませんで

した。銀行ではないのかとただしたところ、

それももちろん考えらえるとのことでありま

した。その米百俵の大半をもらったであろう

銀行は今や肥え太り、危機を言われる銀行は

絶えてなく、当方などみじんの心配もなかっ

た1,000万円以上の預金者を対象としたペイ

オフなどという言葉は、既に死語となりまし

た。恐らく外来語辞典からも、次期掲載分に

は省かれることでありましょう。 

 その国内の銀行等が、金余りの果てか、開

拓時代のレディーズファースト精神、また南

北戦争を経験し、あらゆる差別に対し、先進

国であるはずのアメリカ合衆国とも思えぬサ

ブプライムなどという差別名称を冠した住宅

ローンを核とした証券に投資するなど愚行に

走り、問題化しているにつけては怒りを覚え

ぬわけにはいきません。 

 プライム、すなわち「優秀な、第一の」と

訳されるプライムローンがあり、「その次、副、

従」という意味の接頭辞の「サブ」がついた

ローン、言いかえれば、優秀とは言いがたい
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人たちに対するローンとも訳せるローンに対

し無節操に投資するという、1993年にわが国

の住宅金融公庫がゆとり返済などと銘打って

発売したステップローン方式という、５年ご

とに大幅に返済額が増えてゆき、その住宅ロ

ーンによる破綻者が多数出て問題化した事象

に全く学習しない、それよりももっとひどい、

一、二年目には５％程度の金利が３年目には

10％にもなるという、ちょっと考えれば破綻

者が多数出ることは確実と思われる、いわゆ

る優秀とは言いがたいとされる返済者に対す

るローンであってみれば、そのサブプライム

ローン・証券への投資者に対し、責めは当然

あってしかるべきでありましょう。私たちの

税金による米二百俵目が金融機関になされな

いことを祈ります。 

 さらに、ワンワードポリティクスは、三位

一体という宗教用四字熟語で偽装粉飾し、地

方財政圧縮を美化するがごとき政策の展開と

なりました。さらに、足りずと見るや、市町

村合併などという、合併すればよいことばか

り、特例債は出すわ、交付税交付金は減らさ

ないわ、各部署に行政の専門家を配置できる

わといった極楽鳥の羽毛でつくったかのごと

き毛針を幾つも用意し、いざ合併してみれば、

交付税は税収に応じて出すもので、税収が減

じれば減らされて当然と、まるでわが日本は、

他国の偽装を批判できない偽装詐欺国家かと

言いたくなる様相を呈してまいりました。 

 政府開発援助──いわゆるＯＤＡの趣旨に

ついても反対するものではありませんが、そ

れがなぜ総理大臣がかわるごとになされるの

か理解がいきません。世界じゅう探しても、

国家最高のリーダーがこれほどころころとか

わる国はありません。そのたびごと、また、

まともに任期を果たしそうになった総理大臣

が、任期全うのあいさつに途上国に向かうた

めのＯＤＡとしか思えません。それなら、こ

れほど疲弊している地方の県民所得の低い順

に発展途上県とし、首相がかわるごとにあい

さつと激励のため、金を持って地方を巡礼す

ればいかがなものかと思わずにいられません。

わが和歌山県など、とっくに救われているこ

とでありましょう。今、またポスト福田が政

局化しようとしています。何をかいわんやで

あります。 

 そんな政府を相手に、私たち、高野口・橋

本に住まいする地方人は、人類がたどり着い

た最も公平、進歩した政治形態である民主主

義を守り発展させつつ、ひとえにわが町の発

展を願い、活動を展開せねばなりません。 

 民主主義の原点中の原点、それは言わずと

知れた選挙にほかなりません。投票率の向上

がその最も手近、かつすべてであると、今ま

た啓蒙の必要がありと思います。 

 一つに、私が何回も残すべきと提案した高

野口町の期日前投票所の廃止は、その大きな

後退ととらえられてしかりであります。合併

市町村の期日前投票所の多くが、パソコンの

端末一つでその用を足しているという私の調

査データを無視、大昔の見積書を根拠に、期

日前投票所の設置には1,500万円かかるとい

って譲らず、新しい見積もりも示そうとしな

い当局の姿勢には、この際疑問を挟んでおき

ます。 

 されば、橋本発展のため、以下の質問・提

案をなしたいと思います。 

 わが市職員の選挙執行経費を投票事務だけ

に限って見ると、給料の高い人は５万8,000

円、少ない人は２万3,000円、平均で４万1,000

円と、別紙で示すとおり、和歌山県他市町と

比べてみてもきわめて高水準であることがわ

かります。また、開票事務を含めた深夜12時

までの選挙執行経費において、最高額を支給

される人は約７万円と、民間人から見ればす

なわち非常識ととらえられてしまいます。 
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 また、ここ３回の選挙、近い順に市議会議

員、参議院議員、知事と、その開票事務終了

までの選挙執行経費を追ってみますと、わが

市の選挙執行経費における職員の最高額受給

者のそれは、市議会選挙７万8,702円、参議院

選挙８万2,942円、知事選挙７万1,284円とな

っています。民間の経営者で、これほどの日

当になるなら死ぬまで働くと言った方がおら

れました。ご参考まででございます。 

 ５番。２と３に関して、当市職員の選挙執

行経費は均一とし、それを最高額に合わせる。

そして、その半分以上を橋本市内限定のクー

ポン券で払うようにすればどうでしょうか。 

 高野口の期日前投票所がなくなり、旧町民

の選挙への関心が腹立ちとともに薄れつつあ

るとき、選挙があるたび、橋本市内に市職員

による大きな支出が期待できるとなれば、嫌

でも選挙への関心が高くなると思います。高

くなれば、もちろん投票率も向上いたします。

橋本市が和歌山県の投票率向上のけん引車、

民主主義発揚の誉れも高き市とたたえられる

は必定、職員全員一律で前述の最高額を受給

できれば、職員全員の士気も向上するはず。

これが、間違いもなく橋本市発展の選挙によ

る三位一体の改革になると思います。 

 質問の１番、市長にお尋ねします。この選

挙執行経費について、また、その基準時間単

価は1,800円程度と、民間とはかなり乖離した

単価であることをご存じでしたか。また、感

想を伺いたいと思います。 

 ２番。選挙事務において、職員間における

経費の差が出るほどの業務差があるのでしょ

うか。全職員均一の執行経費とすべきではな

いのでしょうか。 

 以上、質問席よりの質問を終わります。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君の一般質

問に対する答弁を求めます。  ３番。選挙の種類によって執行経費の出ど

ころが違うのであれば、五條市で採用してい

る県・国と自治体の違う方法も考えてはどう

でしょうか。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）清水議員の公務員

の給与のご質問にお答えいたします。  ４番。公務員の給料は高いということが言

われて久しくなります。当市職員の給料から

逆算して選挙執行経費がこのようになるので

あれば、その言はまさしく真実味を帯びます。

また、この給料が高い云々は、地方公務員が

地元で金を使わないとの不満からであるとも

言える部分があると思います。民間人は、ど

う考えても今の世情から将来が不安で、金は

使えません。日本全国の公務員数、約500万人

と言われていますが、平均年収を700万円とし

てもその総計は35兆円。その１割を生活必需

品以外の消費に回せば日本経済は必ず復興す

るとの考えのもと、一生を保障されたに近い

生活ができる公務員の方々は、現役中はでき

るだけ消費生活に努めるべきと思いますが、

いかがでしょうか。 

 現在、本市職員の給与水準については、公

務員制度に準拠して決定しており、人事院勧

告では、全国従業員50人以上の事業所を調査

した結果の民間水準に基づいて決定されてい

るところです。さらに、本市にあっては独自

の給与カットを行っており、ラスパイレス指

数においても国家公務員の給与を下回ってい

る現状となっています。 

 職員個人の消費生活については、公務員の

性格上、堅実な生活態度が望ましいところで

あり、特に給与を消費に回せというような個

人生活に対する強制はできないと考えますが、

常々啓発に努めているとおり、市の職員とし

て地域経済に貢献するため、市内での買い物

の実施について、率先して推進するよう今後
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とも奨励してまいりますので、ご理解をお願

いいたします。 

 前者と後者を比較すると、前者は職務命令

となるので、正当な理由なく選挙事務従事の

拒否はできないこととなります。また、手当

の支給根拠が明確となりますが、職員の基本

給によって支給金額に差が出ることとなりま

す。 

○議長（中上良隆君）選挙管理委員会局長。 

〔選挙管理委員会事務局長（池田清次君）登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）清

水議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、現在支給しております選挙投開票事

務の職員手当につきましては、民間と比較す

ると高水準ではないかとのことでございます

けれども、この手当額については、「橋本市職

員の給与に関する条例」に基づく時間外勤務

手当として算定されたものであり、問題はな

いと考えております。 

 後者は、手当の一律支給が可能となります

が、その単価決定の根拠が難しい。また、選

挙事務従事については、命令ではなく「お願

い」をすることとなります。 

 職務命令か補助執行かという点については、

市長や選挙管理委員会の裁量の問題であり、

どちらでなければならないという問題ではあ

りませんが、そのいずれを選択するかによっ

てその労務の提供に対する対価の性格は変わ

り、手当の取り扱いにも違いが出ます。 

 次に、全職員均一の手当額とすべきではな

いかとのことですが、選挙事務に従事する職

員の服務取り扱いについては２通りあります。 

 まず一つは、地方自治法第180条の３の規定

により、普通地方公共団体の長は選挙管理委

員会との協議により、選挙管理委員会の事務

に職員を従事させることができるものであり、

選挙事務が当該地方公共団体のなすべき責を

有する事務である以上、市長からの事務従事

命令は、所属長を通じて具体的な職務命令と

なります。この場合、職員にとっては時間外

勤務、または週休日の「職務命令」に当たり

ます。時間外勤務、または週休日の勤務に当

たる場合は、その対価として労働基準法第37

条に規定する割り増し賃金を支給しなければ

なりません。 

 本市においては、法定受託事務である選挙

事務を、普通地方公共団体がなすべき責を有

する重要な職務としてとらえ、選挙事務の執

行を円滑に行うため、強制力がある職務命令

を出して選挙事務に従事をしていただいてい

ますので、通常の業務として条例に定める時

間外勤務手当を支給しており、それぞれの方

の給与の基本給の額に応じた金額となってい

ます。今後もこの方針でまいりたいと考えて

います。 

 次に、選挙の種類ごとに手当の金額を変え

てはどうかとのことですが、市単独予算で執

行する市の選挙の経費の削減を図るという趣

旨はよくわかりますが、選挙事務については

職務命令で勤務を行うということであります

ので、市の選挙と県・国の選挙との種類ごと

に支給金額を変えるということは難しいと考

えています。 

 一方、また選挙管理委員会は、地方自治法

第180条の７の規定により、普通地方公共団体

の長と協議し、長部局等の職員をして補助執

行をさせることができるとされています。こ

の場合、職員にとって選挙事務は「お手伝い」

であって職務命令には当たりません。この場

合にあっては役務の提供に対する謝礼という

ことになり、均一の金額とすることもできま

す。 

 橋本市内限定のクーポン券で手当の半分以

上を支払うようにして、市内の消費を拡大し、

橋本市の活性化を図るということはできない

かとのことですが、地方公務員法第25条によ
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れば、給与については、法律または条例によ

り特に認められた場合を除いて、全額を通貨

で支払わなければならないということなって

いますので、困難かと考えています。ご理解

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君、再質問

ありますか。 

 ６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）聞いていること以外の

かなり難しい、理解しにくいような答弁であ

ったと思いますが、もう一度、重複するかも

わからんですけれども、一つ目から行きたい

と思いますので、市長、何かご答弁いただけ

るものがあったらお願いしたいんですが。感

想などないですか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）担当者が申し上げまし

たように、選挙に携わり、あるいは開票事務

ということになってまいりますと、これは非

常に大事な責務が長としてあるわけでござい

まして、やはり私としては、答弁させたよう

に職務命令として、今後ともそうした考え方

でまいりたいと考えておるわけでございます。

清水議員の、選挙を通じての活性化というこ

との一つの考えかたとしては、これは受けら

れるわけでございますが、実施については現

時点としては困難であると、私はそう思って

ございます。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）２番になるんですけど、

職員間において、私が聞いた範囲では多少違

うところ、大阪市なんかはちょっと違うと言

っていましたけれども、給料差によって変化

させていると言っていましたけれども、どこ

の自治体も均一でやっていると思うんです。

聞いた自治体では、その返答は、橋本市のや

り方が正しいんだと。ただ、業務差がそれほ

ど出ないので、みんな均一でやっているんだ

とそういうことでございました。均一でやっ

たほうが、今の平均で見てみますと、ほかの

和歌山県の自治体より１万円から高いと思う

んです。だから下げろとは言いませんけれど

も、そういう考えでやられるというお考えは

ないという回答でございましたかね。ちょっ

ともう一度。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。市長が

答弁したことは、職員が後で答えるというこ

とはできないので。だから、答弁の中でもれ

ているところで指摘してください。というの

は、市長から先に、私がさせていますという

答弁をいただいておりますので。質問の中で

もれたところがあれば指摘してください。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）そしたらクーポン券で、

通貨じゃないと払えないということですよね。

そしたら、選挙のあるごとに、これだけ使っ

たんだというレシート、領収書等をつけて提

出させるという方法も難しいですか。 

○議長（中上良隆君）選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）先

ほどのクーポンでの支払いでございますけど

も、これについては先ほど申し上げましたと

おり、公務員法によって全額を通貨で払うと

いうことになってございます。条例、法律等

で特に認めた場合には、通貨にかわって支払

うことも可能でございますけども、その場合

といいますのは、例として挙げられておりま

すのは、例えば通勤手当、これにかわって定

期券で、その職員に交付をすると、そういっ

たふうな場合が想定されておるようでござい

ますけれども、ただ、その場合とて、まず労

働組合、それから職員各人とのコンセンサス

ができるということが一つの条件かなという

ふうに言われてございます。そういったこと

で、特に条例、法律で認めた場合には通貨以
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外のもので払えるとはいうものの、その規制

はかなり厳しいというところかと思います。 

 一般職員につきましては、それまで均一の

といいますか、いわゆるプール計算をいたし

まして、管理職も時間外勤務をした、一般職

員もした、臨時・嘱託もしたということで、

それぞれの各人の割り増し計算をしたそうい

う金額を出して、それをプール計算、全員で

割って平均額を出して、それを管理職から臨

時・嘱託職員に至るまで一律の金額というこ

とでお支払いをしておったわけですけれども、

それについて、まず管理職については手当は

一切支払わない。職務についた場合には代休

対応とするということになりました。一般職

員につきましては、先ほどもご答弁で申し上

げましたように、職務命令でもって仕事をし

ていただいております。その場合には、労働

基準法の第37条の規定によって、それぞれの

割増賃金を払わなければならないということ

でございますので、場合によっては、一般職

員の均一の支払いについては労働基準法第37

条に抵触をするおそれがあるということで、

今日のような方法に変えて、各人の基本給に

応じて時間外手当を計算して、お支払いをし

ているということでございます。 

 先ほど議員おっしゃった趣旨は、実際にこ

れだけ使ったということでレシートを提出し

ていただいて、普通に通貨で払って、職員か

ら市の方にレシートを提出していただくとい

うような趣旨かと思いますけれども、その辺

につきましては、選管のほうからはいかんと

も申しがたいなというところでございます。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）とにかく、ひとえに橋

本市の消費を拡大したいと、そういう考えか

らでございます。また、最初は橋本市も、管

理職が出て選挙執行事務をやられていたと思

うんですけれども、どうしてやめられて、そ

れで管理職以外の方の給料に応じて払うとい

うふうになったのか、その経過というのはわ

かりますか。教えていただけますか。 

○議長（中上良隆君）選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）実

は、本市におきましても旧の橋本市におきま

しても、ずっと前から、現在、和歌山県下、

議員が調査された一覧表のとおり、皆均一の

額を支払いしてございました。選挙事務には、

ほかの市らと同じように管理職も入り、もち

ろん一般職員も入り、それから臨時・嘱託職

員も入りという形で運用しておったわけでご

ざいますけれども、これが何で今日の様式に

変わったかといいますと、平成13年３月９日

でございますけれども、選挙手当につきまし

て住民監査請求が提起をされました。その中

の１項に、管理職に時間外勤務手当を支給す

るのは違法であるので、その分を返還せよと

いうふうなこともございまして、それを受け

まして、選挙管理委員会を含め町内各関係部

署、これが寄りましていろいろ協議をし、そ

の結果、管理職については手当を出さないと

いうことで決定をいたしました。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）市民の方から申し出が

あったというんか、管理職については払わな

いと。ほたら、管理職について払わなかった

ら、その分は明らかにカットできるわけです

よね。均一の経費の場合。それと、執行経費

に段差をつけて払った場合の差額というのは

出たんですか。超えてはいないですか。わか

らないですか。 

○議長（中上良隆君）選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）基

本的にプール計算でございましたので、トー

タルの額で見ますと、理論的には変動なしと、

イコールということになるわけでございます
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けども、ただ、管理職が抜けて、そのかわり

に一般職に入っていただくということで現在

は運用しておるわけですけども、当時の状況

でいろいろ考えてみますと、調べていまして、

基本給なんですけれども、当時、その選挙、

その選挙といいますのは平成12年の９月でし

たかに行われました県知事選挙でございます

けども、その選挙に事務で従事された管理職

の方の基本給、それから一般職の方の基本給、

これ平均を比較しますと、一般職の方のほう

がたしか単価的に280円ぐらい高かったかな

というふうに思っておりますけども、ただ、

額的にはそう大きな額ではございませんので、

そういうふうに今までの一律支給から段差を

かけての支給、これ比較しても総額的には変

わりはないということでございます。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）これは自治体が独自に

決めるということで、他市町村との差が出る

ことはいたし方なしというお考えかな。ちょ

っとお伺いいたします。 

○議長（中上良隆君）選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）い

ろいろやり方というのはございまして、先ほ

どもご答弁申し上げましたけれども、二つの

やり方があるわけでございます。そのどちら

を使うかというのは、それは、それぞれの市

の市長なり、また選挙管理委員会の裁量とい

うことでございますけども、本市の場合は職

務命令に基づく事務に従事という形を取って

ございますので、その場合には、機械的にと

いいますか、各法律のとおり、また条例のと

おり執行するとすれば、本市の形しかないと

いうことでございますけども。ほかの市はそ

れぞれいろいろな考え方がおありになります

ので、それぞれの考え方に基づいてなさって

いるということだと思うんですけれども。そ

れぞれの違いがあるというのは、これはやむ

を得ないことかなというふうに思います。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）補助執行団体の数と、

全国の県で職務命令の団体との差はどうなっ

ているかわかりますか。 

○議長（中上良隆君）選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（池田清次君）そ

の点につきましては調査等いたしておりませ

んので、選管としては、数字的なものは把握

をいたしておりません。 

 和歌山県下で申し上げますと、職務命令と

いう形で、法律、それから条例のとおり本市

は実施をいたしております。補助執行でなさ

っているのは、県下では和歌山市、それから

新宮市の２市かと思っております。 

 その判定の基準でございますけれども、予

算書、決算書等を見ますと、職務命令の場合

には、必ず職員手当、いわゆる時間外勤務手

当という費目で予算を計上しておるはずでご

ざいます。それから、補助執行の場合には、

いわゆる報償費、謝金といった形で予算を計

上しておるはずでございます。その辺で調べ

ましたところ、和歌山市と新宮市が補助執行

かなというふうには思ってございます。 

○議長（中上良隆君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）わかりました。市長は

またひとつ、選挙のあるたびというんじゃな

いですけれども、職員に市内での消費を拡大

するようにということを強めていただきたい

と思います。 

 また、ちょっと反発あるかもわからんです

けれども、私は、大学の運動部の上級生には

２タイプあると思うんです。自分らが新入生

のときにこれだけいじめられてきたから、お

れらが３年、４年になったときにはいじめて

やるんだということに気持ちよくなるタイプ

と、おれらが３年、４年なったときにはやめ

ようという２タイプがあると思うんです。公

－85－ 



務員にどうも、いじめてやろうというんじゃ

ないですけれども、管理職になったときに、

その状態が居心地がよくなってしまう方が多

くならないようにお願いしたい。それが大学

でしたら新入生だけのもので済みますけれど

も、公務員の場合は、国民、町民、市民にな

ってきますので、そのことはできるだけ心し

て、自分らが居心地いいのが、果たしてこれ

がいいのかどうか、十分に考えて行政を執行

していただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（中上良隆君）これをもって、６番 清

水君の一般質問は終わりました。 
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